
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外取締役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3
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４．補足説明

花岡　久美

石橋　伸子

森田　敏夫

該当状況についての説明（※４）

　深沢政彦氏が所属するカーライル･ジャパン･LLCと当社グループとの間
に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
　深沢政彦氏個人とは、当社子会社において、一般預金者としての定常
的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を
省略します。その他、深沢政彦氏個人と当社グループとの間に、顧問契
約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。

　花岡久美氏が所属する三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱と当社グ
ループとの間に顧問契約、コンサルティング契約はありません。同社と
当社グループとの間には当社グループの市場運用業務に関する取引関係
がありますが、同社と当社グループとの取引額は、同社売上高及び当社
連結業務粗利益の各1%未満であり、双方からみて少額であります。
　花岡久美氏個人とは、当社子会社において、一般預金者としての定常
的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を
省略します。その他、花岡久美氏個人と当社グループとの間に、顧問契
約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。

　石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所と当社グルー
プとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありませ
ん。
　石橋伸子氏個人とは、当社子会社において、一般預金者としての定常
的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を
省略します。その他、石橋伸子氏個人と当社グループとの間に、顧問契
約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。

　森田敏夫氏が所属する野村ホールディングス㈱と当社グループとの間
に顧問契約及びコンサルティング契約はありません。同社グループと当
社グループとの間には当社グループの資産運用業務に関する取引関係が
ありますが、同社グループと当社グループとの取引額は、同社グループ
売上高及び当社連結業務粗利益の各1％未満であり、双方から見て少額で
あります。
　森田敏夫氏個人とは、当社子会社において、一般預金者としての定常
的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を
省略します。その他、森田敏夫氏個人と当社グループとの間に、顧問契
約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。

選任の理由（※５）

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2026/6/3

独立役員届出書の
提出理由

番号

2026/6/26

コード株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354

・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

番号

　A.T. カーニーの日本代表（韓国会長兼務）や中国会長、アリックスパートナーズ･ア
ジア･LLCのアジア共同代表兼日本共同代表、マネージングディレクター、シニアアド
バイザーを歴任され、2024年4月からはカーライル・ジャパン・LLCのマネージング
ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者を務める
など、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実
務経験と専門的知見を有しております。
　また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はあり
ません。
　独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な
実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行う
ことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期
待して、社外取締役に選任しております。
　なお、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ず
るおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの銀行・証券会社にて、市場部門・企業広報
関連業務等に従事、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱・三菱UFJ証券ホールディン
グス㈱・㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を経て、現在は三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券㈱の取締役を務めるほか、セミナー・メンタリング活動等を通
じた女性社員のキャリア支援にも取り組むなど、金融・市場運用部門全般、企業広報
を通じたコンプライアンスやＣＳＲ（企業の社会的責任）、及び女性活躍を含めた人
財マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
　また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はあり
ません。
　独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な
実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行う
ことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期
待して、社外取締役に選任しております。
　なお、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ず
るおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における
豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
　また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はあり
ません。
　公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性
の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会
に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレー
トガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外
取締役に選任しております。
　なお、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ず
るおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　野村ホールディングス㈱における営業部門CEO、グループCo-COO、取締役・代表執
行役並びに野村證券㈱における営業部門及びインベストメント・バンキング担当役
員、代表取締役社長を歴任し、野村證券㈱退任後は、日本証券業協会会長も務めるな
ど、企業経営・営業企画・投資銀行部門まで金融全般に関する豊富な実務経験と高度
な能力・見識等を有しております。また、経営全般を統括する立場から資本政策・資
金調達及び決算・財務報告に関与してきた経験を有しており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有しております。
　また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はあり
ません。
　公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性
の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会
に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレー
トガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外
取締役に選任しております。
　なお、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ず
るおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外取締役／
社外監査役 独立役員氏名

深沢　政彦

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）



※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。
※６ 独立役員を１名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を１名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に

違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。

ご参考：ふくおかフィナンシャルグループ　独立性判断基準

　　当社が、当社における社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。

　1.　当社又は子銀行（注1）（以下、当社等という。）を主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者でないこと。
　2.　当社等の主要な取引先（注3）又はその業務執行者でないこと。
　3.　当社等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注4）を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント（当該財産を得ている者が法
　　  人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。
　4.　当社の主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。）又はその業務執行者でないこと。
　5.　次に掲げる者（重要でない者（注5）を除く。）の三親等以内の親族でないこと。
　　　(1) 　上記 1. ～ 4. の要件を充足しない者
　　　(2) 　当社等の取締役、執行役員等の業務執行者
　6.　上記 1. ～ 5. の要件を充足しない者であっても、当社が十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取
　　  締役とすることができる。

　　（注1）「子銀行」
　　　　　株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行
　　（注2）「当社等を主要な取引先とする者」
　　　　　以下のいずれかに該当する場合を基準に判定
　　　　　・当該取引先の年間連結売上高において、当社等との取引による売上高が2％を超える場合
　　　　　・当該取引先の資金調達において、当社等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
　　（注3）「当社等の主要な取引先」
　　　　　当社の年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が2％を超える場合を基準に判定
　　（注4）「多額の金銭その他の財産」
　　　　　過去3 事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の2％を超
　　　　　える場合を基準に判定
　　（注5）「重要でない者」
　　　　　各会社の役員・部長クラスの者（法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者）
　　　　　に該当しない者


